
財政の健全性を表す指標について

平成27年度 平成26年度 説　　明

－ －

　普通会計（一般会計など）の赤字がどの程度なのか
を判断する指標です。
　普通会計では赤字を生じていないため、実質赤字比
率はありませんでした。

【早期健全化基準 １２．９８％】

－ －

　全会計を合算した赤字がどの程度なのかを判断する
指標です。
　国民健康保険事業特別会計の累積赤字は、平成26年
度で約４億９千万円ですが、全会計の合算では赤字を
生じていないため、連結実質赤字比率はありませんで
した。

【早期健全化基準 １７．９８％】

6.7% 7.3%

　市の収入のうち、どれくらいを長期借入金の元利償
還金の返済にあてているかを判断する指標です。実質
公債費比率が高い場合は、長期借入金の返済に追わ
れ、財政の弾力性が低下することとなります。

【早期健全化基準 ２５．０％】

－ －

　長期借入金の返済などの将来の負担が、一般会計の
標準的な年間収入の何年分となるかを判断する指標で
す。将来負担比率が高い場合は、今後の財政運営が圧
迫されるなど、財政運営上の問題が生じる可能性が高
くなります。

【早期健全化基準 ３５０．０％】

水道事業会計 － －

下水道事業特
別会計

－ －

土地区画整理
事業特別会計

－ －

　北斗市の平成２７年度決算における健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っており、財政の健
全化は守られているといえますが、今後も財政規律をゆるめることなく、一般会計をはじめ、特別会計におい
ても、経費を削減するなど、さらなる行政改革を進め、財政の健全化に努める必要があります。
　また、国民健康保険事業特別会計においては、平成２３年度にこれ以上累積赤字を増やさないよう、国保加
入者の皆さんに国保税の負担増をお願いし、累積赤字は、平成２２年度決算の約６億２千万円から約４億９千
万円と減少しています。
　しかし、平成２７年度に収入した国や道の交付金は平成２８年度に精算され、約８００万円を返還しなけれ
ばならないため、実質的な累積赤字額は平成２７年度で約７００万円増加しており、すべての累積赤字を解消
する方向には至っていません。
北斗市では、平成３０年度から都道府県が国民健康保険事業の財政運営の責任主体になることをふまえ、平成
２７年度までの累積赤字と平成２８年度に見込まれる収入不足額を合わせた額を一般会計からの繰入により解
消することを決定しています。

※　早期健全化基準以上となった場合、「早期健全化計画」を策定し、自主的な改善努力による財政健全化を
行う必要があります。

将来負担比率

資金不足
比率

　公営企業会計の資金不足を示す指標です。水道事業
会計、下水道事業特別会計及び土地区画整理事業特別
会計のいずれも資金不足額が生じていないため、資金
不足比率はありませんでした。

【経営健全化基準 ２０．００％】
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